
 

 

 

 

 

 

令和 6年度「児童福祉週間」について 

５月５日こどもの日（日・祝）から11日（土）までは「児童福祉週間」です。 

「児童福祉週間」は、こどもの健やかな成長、こどもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考え

ることを目的に定められた期間です。 

県では、児童福祉週間に向けて、ご家族で触れあう機会としていただけるよう、４月27日（土）から

５月12日（日）まで県内９つの県立文化施設等において、中学生以下を対象に無料開放を行います。ど

うぞお出かけください。 

また、期間中にご応募いただいた方の中から抽選で、県立文化施設のオリジナルグッズ等の詰め合わ

せをプレゼントする「児童福祉週間お楽しみプレゼント」企画も行います。 

 

記 

１．児童福祉週間県立文化施設等無料開放                         

（１）無料開放期間  令和６年４月27日（土）～５月12日（日） 

（２）無料開放対象者 中学生以下 ※風土記の丘は高校生以下 

（３）無料開放施設 

※ 健康保険証など年齢が確認できるものをご持参ください。 

 

２．児童福祉週間お楽しみプレゼント 

（１）プレゼント応募受付期間  

令和６年４月27日（土）～５月14日（火） 

施 設 名 無料開放期間 休館日等 

県立美術館（松江市） 

4/27 

（土） 

 

～ 

 

5/12 

（日） 

 

5/7(火) 

八雲立つ風土記の丘（松江市） 4/30(火) 

5/7(火) 
宍道湖自然館「ゴビウス」（出雲市） 

古代出雲歴史博物館（出雲市） 5/7(火) 

しまね花の郷（出雲市） 
期間中 

休館日なし 

三瓶自然館「サヒメル」（大田市）  

5/7(火) 三瓶小豆原埋没林公園 

さんべ縄文の森ミュージアム（大田市） 

しまね海洋館「アクアス」（江津市・浜田市） 

石見美術館（益田市） 
4/30(火) 

5/7(火) 

令和６年４月１９日 

島根県健康福祉部青少年家庭課 

 青少年育成スタッフ 眞邊 

TEL：0852-22-6524 FAX：0852-22-6045 

Mail:ikusei@pref.shimane.lg.jp 



（２）プレゼント応募対象者 

18歳未満の子どもがいる島根県在住の世帯または島根県の学校に在学している18歳未満の子ど 

もがいる世帯、１世帯につき１通まで。 

（３）プレゼント応募方法 

しまね電子申請サービス（島根県）の手続き名「児童福祉週間プレゼント」応募フォーム（令和

６年度）からお申し込みください（詳しくは県青少年家庭課ホームページ

(https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/seishou/torikumi/torikumi/syuukan.html) 

チラシ等をご覧ください。応募フォームは受付期間中のみつながります） 

応募には、住所、氏名、年齢、プレゼント応募キーワード等が必要です。 

（４）当選発表 

   プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。（30名程度） 

   Ｗチャンスとして抽選に外れた方の中から100名さまに「しまニッコ！ボールペン＆リメンバー

しまねふせん紙」などをプレゼントします。 
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